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石巻市の国保の収入と支出 
（18年度予算） 

収  入 

177億7千7百万円 

保険税 
34.7%

国庫支出金 
30.0%

療養給付費療養給付費 
等交付金等交付金 
19.3%

療養給付費 
等交付金 
19.3%

一般会計 
繰入金 
7.0%

その他 
6.9%

基金繰入金 
2.1％ 

支  出 

177億7千7百万円 
保険給付費 
71.5%

老人保健 
拠出金 
18.1%

その他 
10.4%

「医療機関に支払う医療費の 

7（8）割など」 

っ
た
場
合
は
高
額
医
療
費
が
支
給
さ
れ
る
な

ど
、
私
た
ち
が
安
心
し
て
健
康
な
生
活
を
送

る
た
め
に
は
、
な
く
て
は
な
ら
な
い
制
度
で

す
。そ

し
て
、
こ
の
国
保
制
度
を
支
え
て
い
る

貴
重
な
財
源
が
、
国
保
加
入
者
の
皆
さ
ん
が

納
め
る
保
険
税
で
す
。

保
険
の
加
入
や
喪
失
の

届
出
は
大
切
で
す

私
た
ち
は
切
れ
目
な
く
必
ず
何
か
の
保
険

（
国
民
健
康
保
険
・
社
会
保
険
な
ど
）
に
加

み
ん
な
で
支
え
る
国
保
制
度

私
た
ち
は
、
い
つ
病
気
や
ケ
ガ
で
医
療
サ

ー
ビ
ス
を
受
け
る
か
わ
か
り
ま
せ
ん
。

そ
の
理
由
か
ら
、
職
場
の
健
康
保
険
（
社

会
保
険
・
船
員
保
険
な
ど
）
に
加
入
し
て
い

る
人
以
外
は
、
す
べ
て
国
民
健
康
保
険
に
加

入
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
こ
と
に
な
っ
て
い

ま
す
。（
こ
れ
を
国
民
皆
保
険
制
度
と
い
い

ま
す
）

ご
存
知
と
は
思
い
ま
す
が
、
こ
の
制
度
に

よ
っ
て
、
病
気
や
ケ
ガ
を
し
た
と
き
に
支
払

う
医
療
費
や
薬
代
が
３
割
の
負
担
で
す
む
こ

と
に
な
っ
て
い
ま
す
。

ま
た
、
加
入
者
が
出
産
さ
れ
た
場
合
は
、

出
産
育
児
一
時
金
、
亡
く
な
ら
れ
た
場
合
は

葬
祭
費
、
医
療
費
の
自
己
負
担
が
高
額
に
な

入
し
て
い
な
け
れ
ば
な
り
ま
せ
ん
。

退
職
な
ど
に
よ
り
社
会
保
険
な
ど
を
喪
失

し
た
場
合
、
ま
た
は
社
会
保
険
な
ど
に
加
入

し
た
場
合
に
は
、
２
週
間
以
内
に
国
民
健
康

保
険
の
加
入
・
喪
失
の
手
続
き
を
自
分
で
行

う
こ
と
が
必
要
と
な
り
ま
す
。

仮
に
、
手
続
き
を
し
な
か
っ
た
と
し
て

も
、
加
入
す
る
場
合
、
国
保
の
資
格
は
前
の

保
険
が
切
れ
た
と
き
ま
で
遡そ

及き
ゅ
う

し
ま
す
の

で
、
届
け
出
は
速
や
か
に
行
い
ま
し
ょ
う
。

（
例
え
ば
、
２
年
前
に
社
会
保
険
を
喪
失
し

て
、
そ
の
後
、
す
ぐ
に
国
保
加
入
の
手
続
き

を
と
ら
な
か
っ
た
方
が
、
今
加
入
の
手
続
き

を
し
て
も
、
２
年
前
に
社
会
保
険
が
切
れ
た

と
き
か
ら
の
加
入
扱
い
と
な
り
、
保
険
税
も

２
年
間
分
課
税
さ
れ
る
こ
と
と
な
り
ま
す
）

医
療
費
の
節
約

国
保
会
計
に
お
け
る
支
出
の
大
半
は
、
医

療
機
関
に
支
払
う
医
療
費
で
す
。

そ
こ
で
、
医
療
費
を
増
や
さ
な
け
れ
ば
、

当
然
、
税
負
担
は
抑
え
ら
れ
る
こ
と
に
な
り

ま
す
。

医
療
費
を
節
約
す
る
た
め
、
次
の
こ
と
に

心
が
け
ま
し
ょ
う
。

¡
お
医
者
さ
ん
の
か
け
も
ち
（
重
複
受
診
）

は
し
な
い
よ
う
に
し
ま
し
ょ
う
。

¡
か
か
り
つ
け
の
医
者
を
も
ち
ま
し
ょ
う
。

¡
む
や
み
に
薬
を
た
く
さ
ん
欲
し
が
る
の
は

や
め
ま
し
ょ
う
。

¡
健
康
診
断
を
受
け
、
早
期
発
見
・
早
期
治

療
に
心
が
け
ま
し
ょ
う
。

医
療
費
抑
制
な
ど
に

取
り
組
ん
で
い
ま
す

医
療
費
の
抑
制
と
健
康
増
進
の
た
め
に
、

次
の
よ
う
な
保
健
事
業
を
行
っ
て
い
ま
す
。

■
人
間
ド
ッ
ク
お
よ
び
脳
ド
ッ
ク

国
保
に
加
入
す
る
４５
歳
・
５０
歳
・
５５
歳
お

よ
び
６０
歳
の
方
を
対
象
に
、
疾
病
の
早
期
発

見
、
早
期
治
療
を
目
的
と
し
て
１
日
人
間
ド

ッ
ク
を
実
施
し
、
４５
歳
お
よ
び
５０
歳
の
方
を

対
象
に
脳
ド
ッ
ク
を
実
施
し
て
い
ま
す
。

■
健
康
優
良
家
庭
表
彰

毎
年
、
３
年
以
上
連
続
し
て
国
保
に
よ
る

療
養
費
の
給
付
を
受
け
な
か
っ
た
世
帯
で
、

保
険
税
を
完
納
し
て
い
る
世
帯
へ
記
念
品
を

贈
呈
し
て
い
ま
す
。

■
医
療
費
通
知

医
療
の
給
付
状
況
を
年
６
回
、
各
世
帯
に

お
知
ら
せ
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
健
康
に
対

す
る
認
識
を
深
め
て
い
た
だ
き
ま
す
。

わ
た
し
た
ち
の
健
康
を
守
る

わ
た
し
た
ち
の
健
康
を
守
る 

　
　
　
　
国
保
事
業
を
知
ろ
う
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守
る 

　
　
　
　
国
保
事
業
を
知
ろ
う 

特集 

　
今
月
は
、
国
保
事
業
の
し
く
み
や
保
険
証
の
更
新
、
そ
れ
か
ら

　
今
月
は
、
国
保
事
業
の
し
く
み
や
保
険
証
の
更
新
、
そ
れ
か
ら 

保
険
税
の
不
均
一
課
税
状
況
な
ど
に
つ
い
て
お
知
ら
せ
し
ま
す
。

保
険
税
の
不
均
一
課
税
状
況
な
ど
に
つ
い
て
お
知
ら
せ
し
ま
す
。 
　
今
月
は
、
国
保
事
業
の
し
く
み
や
保
険
証
の
更
新
、
そ
れ
か
ら 

保
険
税
の
不
均
一
課
税
状
況
な
ど
に
つ
い
て
お
知
ら
せ
し
ま
す
。 

つくも大学運動会
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集

平成18年度国民健康保険税の税率等について 

高額療養費の自己負担限度額などが変わります 

平成18年度国民健康保険税の税率等について 
（注）税率等については、当分の間、合併前の旧１市６町ごとに不均一課税を行い、平成23年度から統一になります。 
　　　なお、介護分については、介護給付金に充てる額が不足していましたので、平成18年度から統一となりました。 

○税率等の統一について 
　合併協議において国保税の税率は、市町間に著しい差があり、全区域にわたって均一の課税をすると衡平を欠くこととなることから、 
合併特例法を適用し、平成22年度までは不均一課税とし、平成23年度に統一することとしています。 
　なお、介護分は、介護給付金に充てる額が不足しているため、平成18年度から統一税率（旧石巻市の税率）とします。 

○70歳以上で現役並みの所得がある人の自己負担割合 

○課税限度額（医療分53万円） 

医
　
療
　
分 

所 得 割 率  

資 産 割 率  

均 等 割 額  

平 等 割 額  

8.00％ 

40.00％ 

26,400円 

31,200円 

旧 市町名  牡 鹿 町  

6.70％ 

30.00％ 

22,200円 

25,800円 

北上 町  

9.40％ 

35.00％ 

30,000円 

32,400円 

桃生 町  

8.80％ 

36.00％ 

30,000円 

31,800円 

河 南町  

8.80％ 

36.00％ 

25,800円 

29,400円 

雄勝町  

8.40％ 

29.00％ 

25,800円 

28,800円 

河北町  

10.30％ 

36.00％ 

30,600円 

33,000円 

石巻市  

高額療養費の自己負担限度額などが変わります 
医療制度改正により、10月診療分から高額療養費の自己負担限度額および70歳以上で現役並みの所得がある人の自己負担割合が変わります。 

○高額療養費の自己負担限度額（70歳未満の場合） 

○課税限度額（介護分9万円） 

介
　 

護
　 

分 

所 得 割 率  

資 産 割 率  

均 等 割 額  

平 等 割 額  

1.40％ 

6.40％ 

6,600円 

4,200円 

所得区分 

上位所得者 

一　　　　般 

市民税非課税 

 

10月1日からの自己負担限度額（月額） 

150,000円＋（かかった医療費－500,000円）×0.01（83,400円） 

80,100＋（かかった医療費－267,000円）×0.01（44,400円） 

35,400円（24,600円） 

9月30日までの自己負担限度額（月額） 

139,800円＋（かかった医療費－466,000円）×0.01（77,700円） 

72,300＋（かかった医療費－241,000円）×0.01（40,200円） 

35,400円（24,600円） 

※（　）は、過去12カ月に4回以上該当した場合の4回目以降の金額です。 
※70歳以上の自己負担限度額についても合わせて変更されます。 
 

9月30日まで 2割 10月１日から 3割 

※　現役並みの所得がある人とは、市民税の課税所得が145万円以上の人お
よび課税所得が145万円以上の人と同一世帯の人が該当します。 
　ただし、70歳以上の世帯員の収入額の合計が、70歳以上が１人の場合
は383万円、2人以上の場合は520万円に満たない場合は、申請により１
割の負担となります。また、公的年金等控除の見直し・老年者控除の廃止
に伴い経過措置が設けられています。 

長
期
滞
納
者
へ
の
措
置

保
険
税
を
長
期
間
滞
納
し
て
い
る
場
合
、

特
別
の
事
情
が
あ
る
場
合
を
除
き
、
次
の
と

お
り
の
措
置
と
な
り
ま
す
。

■
６
カ
月
以
上
納
め
な
い
場
合

有
効
期
限
の
短
い
保
険
証
（
短
期
被
保
険

者
証
）
が
交
付
さ
れ
ま
す
。

■
１
年
以
上
納
め
な
い
場
合

保
険
証
を
返
し
て
い
た
だ
き
、
い
っ
た
ん

全
額
自
己
負
担
と
な
る
資
格
証
明
書
が
交
付

さ
れ
ま
す
。（
納
税
相
談
な
ど
に
よ
り
分
納

誓
約
を
し
、
履
行
し
た
方
は
除
か
れ
ま
す
）

な
お
、
７
割
分
の
受
給
は
、
後
日
市
に
申

請
し
て
い
た
だ
き
ま
す
。

所
得
の
急
激
な
減
少
に
は

保
険
税
の
減
免
制
度
を

事
業
の
倒
産
ま
た
は
世
帯
主
の
疾
病
な
ど

で
、
今
年
の
所
得
が
前
年
よ
り
急
激
に
減
少

し
た
場
合
、
国
民
健
康
保
険
税
の
減
免
を
申

請
す
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。

申
請
に
は
、
平
成
１８
年
１
月
か
ら
１２
月
ま

で
の
見
積
所
得
金
額
を
確
認
す
る
必
要
が
あ

り
ま
す
の
で
、
申
請
時
ま
で
に
得
た
所
得
と

申
請
後
の
見
積
所
得
が
わ
か
る
資
料
お
よ
び

印
か
ん
を
持
参
し
て
本
庁
舎
９
番
保
険
税
窓

口
、
ま
た
は
各
総
合
支
所
市
民
生
活
課
国
保

税
担
当
窓
口
で
申
請
し
て
く
だ
さ
い
。

な
お
、
申
請
期
限
は
、
納
期
限
の
１０
日
前

ま
で
で
す
。

保
険
証
の
更
新
時
期
で
す

毎
年
、
１０
月
１
日
を
基
準
日
に
、
保
険
証

が
更
新
さ
れ
ま
す
。

更
新
（
配
布
）
の
時
期
、
方
法
な
ど
は
次

の
と
お
り
と
な
り
ま
す
。

■
更
新
（
配
布
）
時
期

９
月
１９
日
か
ら
９
月
末
ま
で

■
配
布
方
法

郵
便
局
の
配
達
記
録
郵
便
で
配
布
し
ま
す
。

※
納
税
相
談
が
必
要
な
方
は
、
相
談
後
、
窓

口
交
付
と
な
り
ま
す
。

■
保
険
証
の
色

今
回
の
保
険
証
は
、
一
般
分
が
「
黄
色
」、

退
職
分
が
「
白
」
と
な
り
ま
す
。

■
旧
保
険
証
の
回
収

お
手
元
に
新
し
い
保
険
証
が
届
き
ま
し
た

ら
、
現
在
使
用
し
て
い
る
保
険
証
を
市
役
所

に
お
返
し
く
だ
さ
い
。（
お
近
く
の
各
総
合

支
所
ま
た
は
各
支
所
で
も
結
構
で
す
）

○学
の
保
険
証
に
つ
い
て

学
生
の
方
で
、
４
月
以
降
在
学
証
明
書

（
ま
た
は
調
査
票
）
を
提
出
さ
れ
た
方
に
は
、

引
き
続
き
○学
の
保
険
証
を
交
付
し
ま
す
。

○遠
の
保
険
証
に
つ
い
て

仕
事
の
都
合
な
ど
に
よ
り
、
家
族
と
離
れ

て
生
活
し
て
、○遠
の
保
険
証
を
使
用
の
方
は
、

改
め
て
申
請
の
手
続
き
が
必
要
と
な
り
ま

す
。

問
　
国
保
年
金
課
（
内
線
４７１
・
４７４
）

・
各
総
合
支
所
市
民
生
活
課

問


